
1 

 

                      令和2年5月15日 

 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター会計監査人選定に係る 

提案書公募要領 

 

岐阜県総合医療センターは、平成22年4月1日に地方独立行政法人化し、地方独立行政法

人岐阜県総合医療センターへ移行しました。同法人は、地方独立行政法人法(以下「法」と

いう。)第35条の規定に基づき、会計監査人の監査を受ける必要があることから、会計監査

人選定に係る提案書を下記により募集します。 

 

記 

 

１ 業務の名称 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センター会計監査業務 

 

２ 任期 

選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日まで (ただし、法第

39条の規定による解任等の特段の事情のない限り、令和3事業年度から令和6事業年度ま

でについても再任する方針としますが、法第36条の選任は毎事業年度行うこととします)。 

 

３ 資格要件 

公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認

会計士を含む。)又は監査法人であること。ただし、公認会計士法の規定により、財務諸

表について監査をすることができない者は除く。 

なお、次のいずれかに該当する場合には失格とします。 

(１) 資格がない者が提案書を提出した場合 

(２) 提案書に虚偽の内容が記載されている場合 

 

４ 提案書の提出 

(１) 提出書類及び部数 

別紙「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター会計監査人選定に係る提案書等

作成要領」を参照願います。 

(２) 提出期限 令和2年6月15日(月)17：00(必着) 

(３) 提出方法 直接提出(持参)又は郵送(書留郵便に限る) 

(４) 提 出 先 〒500－8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

岐阜県健康福祉部医療整備課 医療企画係 柴田 

電 話：058－272－1860(直通) 

F A X：058－278－2623 

e-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp 
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(５) 注意事項 

① 持参の場合は、受付時間を平日9：00～17：00までとします。 

② 提案書の作成・提出等プロポーザルの参加に係る費用は、全て応募者の負担とし

ます。 

③ 提出された提案書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取り消しできませ

ん。また、複数の提案書の提出はできません。 

④ 提出された提案書は非公開とし、返却はいたしません。 

⑤ 提案書の内容については、会計監査人の選任以外に無断で使用することはありま

せん。 

 

５ 提案書に関する質問の受付及び回答 

令和2年6月8日(月)17：00までに、上記提出先あてにe-mailにより提出してください。 

監査事務所名(法人名)を必ず記載してください。 

 

６ 地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの業務内容等 

地方独立行政法人岐阜県総合医療センターの情報については、以下のホームページを

参照してください。 

http://www.gifu-hp.jp/ 

 

７ 選定方法 

次のとおり、審査により候補者を選定し、会計監査人として選任します。 

(１) 審査 

審査により、最優秀提案者として採用する１者を選定します。 

審査は、「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター会計監査人選定評価会議」(以

下「評価会議」という。)の構成員が、提案書と提案書添付資料及び下記(２)に記載

のプレゼンテーションをもとに行います。 

審査結果は、審査を受けたプロポーザル参加者全員に対し、速やかに通知します。 

(２) プレゼンテーション 

審査を行うにあたり、次のとおり審査を受けるプロポーザル参加者から評価会議

の構成員に対し、プレゼンテーションを実施していただきます。 

正式な時間割及び場所等については、別途通知します。 

  ア 開催日 

令和 2年 6月下旬～７月中旬(予定) 

  イ 説明者及び時間 

説明者は 2 名以内、制限時間は 15 分とします。説明後に質疑応答時間を 10 分設

けます。 

  ウ その他 

   (ア) プレゼンテーションは、事前に提出していただいた提案書及び提案書添付資

料により行います。プロジェクター等の使用はできません。 

   (イ) プレゼンテーションを実施しない者は、審査の審査対象とはせず、この段階

http://www.gifu-hp.jp/
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で不採用とさせていただきます。 

(３) 審査基準 

    別紙「地方独立行政法人岐阜県総合医療センター会計監査人選定に係る提案書等

の審査基準」のとおり候補者を選定します。 

 

８ 会計監査人の選任と契約 

岐阜県知事が会計監査人として選任した旨の通知を、地方独立行政法人岐阜県総合医

療センターに対して行い、選任された会計監査人は、法人と監査契約を締結するものと

します。 

なお、契約金額や契約条項並びに本要領に定めのない事項は、選任された会計監査人

と地方独立行政法人岐阜県総合医療センターが協議の上、定めるものとします。 

 


